
ＩＩＳＯＲＡ 第１３回シンポジウム

被災後１５年、被害の継続と長期的復興再生に向けて

主催 飯舘村放射能エコロジー研究会（IISORA）
                           共催 NPO法人エコロジー・アーキスケープ

日時：2026年3月14日（土）13時00分～16時30分

       場所：福島県青少年会館（福島市黒岩字田部屋53番5号、最寄り駅:南福島駅)

2011年3月の東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所のメルトダウン、爆発により広大な地域が
放射能汚染されて15年経過。復興事業が声高に叫ばれ実施されてはいるものの、汚染された古里の森、
川は放置されたまま。豊かな自然とのふれあい、採取、暮らしは遮断され、相互扶助も削がれたまま。
厳しい汚染実態、被ばくのリスクを的確に回避しつつ、どう長期的な復興再生を図るかが地域自治、国
の政治でも問われている。

参加費：無料 どなたでもお気軽に申し込みなしで参加いただけます。
オンライン中継予定（IISORAのHPにお知らせ予定）

プログラム
挨拶 今中哲二（IISORA）
総合司会 佐久間淳子（IISORA）

１部 被災者の部 （題は仮）
菅野 哲 （飯舘村人）「謝れ！償え！かえせふるさと飯舘村」訴訟結果と長期復興に向けて
伊藤延由 （飯舘村人） 里山の汚染を測って15年
市澤美由紀（飯舘村人） 怒りから暮らしの再生
今野秀則   (浪江町津島地区民) ふるさとを返せ! 津島原発訴訟

２部 専門家の部 （題は仮）
今中哲二 （IISORA） 放射能汚染のこれまでとこれから
青木一政 （ちくりん舎）高濃度汚染地域におけるセシウム粉塵吸入の状況と危険性
天野光 (いわき放射能市民測定室たらちねベータラボアドバイザー）

アルプス処理汚染水の海洋放出とトリチウム等に関するいくつかのトピックス
振津かつみ（IISORA） 原発事故被害から健康と暮しを守る
糸長浩司 （IISORA） 未来への責任、長期的復興再生のシナリオ

3 部 総合討議  40分
司会 糸長浩司
登壇者 発表者全員、会場との討論

まとめ 菅井益郎（IISORA） 10分

★交流会 17時半から19時半、福島県青少年会館内『みなふく食堂』
（参加される方は3月9日（月）までに、iisoraisp@gmail.comへ連絡願います）

協力団体
原子力市民委員会、原子力資料情報室、原発事故被害者相双の会、国際環境NGO FoE Japan、市民エネルギー研究所、
日本環境会議(JEC)、日本大学生物資源科学部内ケ崎万蔵研究室、高木仁三郎市民科学基金、ちくりん舎、チェルノブ
イリ・ヒバクシャ救援関西、「ふるさとを返せ ! 津島原発訴訟」 原告団、BIOCITY、ふぇみん婦人民主クラブ、福島
の子どもたちとともに・湘南の会、福島原発事故被害から健康と暮しを守る会
IISORA URL：http://iitate-sora.net/、お問い合わせ／tel：090-6601-6786 email : iisoraisp@gmail.com
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登 壇 者 資 料 

ＩＩＳＯＲＡ 第１３回シンポジウム 

被災後１５年、被害の継続と長期的復興再生に向けて 

主催  飯舘村放射能エコロジー研究会（IISORA） 

共催  NPO 法人エコロジー・アーキスケープ 

日時：2026 年 3 月 14 日（土）13 時 00 分～16 時 30 分 

場所：福島県青少年会館 

 

 2011 年 3 月の東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所のメルトダウン、爆発により広大な地域が放射

能汚染されて 15 年経過。復興事業が声高に叫ばれ実施されてはいるものの、汚染された古里の森、川は放置さ

れたまま。豊かな自然とのふれあい、採取、暮らしは遮断され、相互扶助も削がれたまま。厳しい汚染実態、

被ばくのリスクを的確に回避しつつ、どう長期的な復興再生を図るかが地域自治、国策でも問われている。 

 

プログラム 

挨拶   今中哲二（IISORA）           

総合司会 佐久間淳子（IISORA） 

 

１部  被災者の部 （題は仮）   

   菅野 哲  （飯舘村人）   「謝れ！償え！かえせふるさと飯舘村」訴訟結果と長期復興に向けて  

   伊藤延由  （飯舘村人）   里山の汚染を測って 15 年 

   市澤美由紀 （飯舘村人）   怒りから暮らしの再生 

   今野秀則  (浪江町津島地区民)  原告団の訴え／原発事故、過酷な被害は今も続いている 

 

２部  専門家の部 （題は仮）  

   今中哲二  （IISORA）   放射能汚染のこれまでとこれから 

   青木一政 （ちくりん舎）   大気中のセシウム微小粉塵吸入の危険性とリネン吸着法の確立 

天野 光 （いわき放射能市民測定室たらちねベータラボアドバイザー） 

アルプス処理汚染水の海洋放出とトリチウム等に関するいくつかのトピックス 

   振津かつみ（IISORA）         原発事故被害から健康と暮しを守る 

   糸長浩司  （IISORA）       未来への責任、長期的復興再生のシナリオ～水俣病 70 年との共通性～    

 

3 部  総合討議     

   司会   糸長浩司   

   登壇者  発表者全員       

     会場との討論 

まとめ 菅井益郎（IISORA）     
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「謝れ 償え 返せふるさと飯舘村」 

訴訟結果と長期復興に向けて 

２０２６年３月１４日 

飯舘村民 菅 野  哲 

 

 

 皆さんこんにちは。 

 東日本大震災と福島第一原発事故から早くも１５年の月日が過ぎて、当時６２歳の私は、７８歳を

迎えました。 

私の人生で、この１５年という時間は、長くて短い予期しない苦難の毎日でした。 

これまでに、非常に多くの皆様方にご支援と激励を賜りまして、それを励みに今日まで頑張って

くることが出来ました。心から感謝と御礼を申し上げます。 本当にありがとうございました。 

私は、２００９年４月に飯舘村役場を定年退職し、父母が戦後開拓した農地を再生し、農家とし

て体が動くうちは働こう。村を愛し、自らの手で地域を創っていこうと考えて、数十種類の作物を作

付して適地作物の研究のための畑仕事をはじめました。 

しかし、２０１１年３月１１日の東日本大震災と原発事故により飯舘村を追われ、現在は福島市の

郊外で妻と二人で、農業をしながら避難生活を送っています。 

何代にも亘って村民が自らの手で造り上げてきた平和で美しかった飯舘村は、原発事故による

放射能汚染によって一瞬にして失われ、村民は離散してしまいました。 

事故当時は、放射能の正確な情報が無く、テレビでは当時の枝野幸男官房長官が｢直ちに健康

には影響がありません。｣と言って高濃度の放射線量下に村民を留め、それから一月以上も後に

「計画的避難」によって村民は事実上の強制避難を指示されました。 

飯舘村民の避難は、遅れたことで避難先が見つからずに、長く高放射線量下にある村内に居

住していて確実に被爆していたのですが、避難の時には、線量検査もされませんでした。 

結果的には、飯舘村民は他の市町村より高い放射線被曝を被る悲惨な結果となりました。 

１５年過ぎた今でも、村には長期的汚染の被害が実在しているのです。 

面積の８０％に当たる山林は、除染されておりませんから放射能汚染はそのままで、野山の恵み

である山菜やキノコも今後何百年と食べることも出来ないということです。 

これから先も住民は苦悩しながら生きていかなくてはならないのです。 

必ず、原発事故が起きればこうなるのだというこの現実を、日本国民には知って欲しいし、後々

の代まで伝えることが大切です。 

その志を抱いて、私たちは２０２１年３月５日に国と東電が避難者に今後も被爆に対する健康不

安を残して、安住生活を破壊してしまった責任をきちんと認める姿勢を質すこと、併せて、飯舘村

の村民の暮らしに欠かすことのできない、美しかった自然環境の破壊と安定した社会生活を形成

してきたコミュニティの崩壊を引き起こし、安心・安全に充実して暮らせる生活を破壊した代償を求

め、司法に委ねて提訴しました。 
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 ５年に亙る裁判でしたが、その過程での被告の反論は、被災者を善良な国民として見ているのだ

ろうか、どちらが被告なのかと危惧するような言動が多々ありました。 

 悔しさを堪えての裁判だったように思います。 

 他団体の判決結果にも動揺し、2022年 6月の最高裁判決の内容にも驚きました。 

 未曾有の大災害を起こした当事者である政府と東京電力の責任はないという判決は意外でした。 

 そういう社会情勢を判断したときに、原告の年齢を考えると今後継続して闘うことは難しいと考え、

２０２５年５月２８日に裁判長の和解案により和解しました。 

 和解案は、東電の謝罪と賠償に止まり、国への訴えは取り下げるという内容でしたが、無念の意

を胸に和解致しました。 

飯舘村はまだまだ再生の途上にあります。 

世論調査で、復興しているとの認識が２７％と報道されましたが、原発事故による放射能汚染地

域の復興の尺度はあるのでしょうか。 

インフラの整備と移住政策の推進に邁進する国家政策では、事故前のような村の再生は叶わな

いと思っていますが、それでも長期的放射能汚染が続く飯舘村でも、安心して暮らせる生活環境

が、必ずや来る日を心待ちしているのが多くの村民の願いなのです。 

長年暮らしてきた我が家のあった飯舘村の光景は、毎日のように脳裏に映ります。 

裁判は終わりましたが、飯舘村が放射能によって長期的に汚染されてしまった悔しさと怒りは、

そんなに簡単に治まることはありません。 

長くなりましたが、以上で裁判の報告と致します。 

ご静聴賜りましてありがとうございました。 

どうぞ、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

                                          以 上 
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怒りから暮らしの再生 

市澤美由紀 （飯舘村人） 

 

 

 

東日本大震災前、長年運営していた 

自宅敷地内 

椏久里珈琲（あぐりコーヒー）店 

発災まで村内で 19 年間営業 

★村内の野菜の直売所も兼ねる。 

写真：糸長浩司（日大生の夏季研修） 

椏久里珈琲（あぐりコーヒー）店に 

隣接したブルーベリー園 

 

手入れは、市澤秀耕さん 

写真 糸長浩司  2018 年 

★村内の野菜の直売所も兼ねる。 

写真：糸長浩司（日大生の夏季研修） 

福島市内に建設した 

椏久里珈琲（あぐりコーヒー）店 

発災後、飯舘村から福島市内の借店舗

で、2011 年 7 月に再開。その後、福

島市内に新店舗の建設、現在に至る。 

 

手入れは、市澤秀耕さん 

撮影 糸長浩司  2018 年 
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                             2026.3.11 

原告団の訴え／原発事故、過酷な被害は今も続いている 
          島原発事故津島被害者原告団  団長 今野秀則 

1.被害の状況 
2011 年 3 月の東電福島第一原発事故のため、浪江町

津島地区(95.5km2、山手線の内側の約 1.5 倍の面積、
約 450 世帯・1,400 人)は高濃度の放射能汚染のため
帰還困難区域とされ、全住民が避難を強いられて 15 年
目。管理不能の家屋は草木に覆われ動物に侵入されて損
壊、田畑は森林と化して、地域は荒廃を極める。 
※住民が顔を合わせるのは行政区(部落)総会、告別 

式など限られた機会 

地区の僅か 1.6％が特定復興再生拠点区域(復興拠点 
1,53 km2)として整備され、2023 年 3 月規制解除。
98.4％の拠点区域外は帰還希望に応じた特定帰還居住区域の整備が進められる
が、地区全体に係る除染計画は未だに示されず。一方、民家、公共施設(旧役場支
所、診療所、小・中学校など)の解体が進められている。 
※住民は子孫に負の遺産を遺せないと、多くが断腸の思いで家屋解体を決断 
拠点区域内は殆ど解体され、残された家は僅か 
家屋解体状況(2026.2.1 現在 仮集計)は下記のとおり 

区 分 世帯数 解体撤去数 備 考 

拠点区域内 103 82(79.6%) 
受付済みで解体待ちの

件数は含まない 
拠点区域外 348 174(52.9%) 

計 451 256(56.7%) 

※特定帰還居住区域は、調査対象 392 世帯中 191 世帯 (48.7%)・面積
5.59 km2(6%)が帰還意向(12/1 現在)を示し、順次除染等整備が進められ
る 

拠点区域内に復興住宅 10 棟(現在 10 世帯入居)、役場支所が整備され、駐在
も常駐しているが、地域社会に必須のインフラが未整備なうえ、除染後も 1msv/年
を超える放射線量への懸念などから、復興再生には未だ遠い状況(地域社会は消
滅同然)。 
拠点区域内農地の復興組合管理、水田耕作の試験栽培、果樹団地営農計画や

や養魚施設設置構想などが進められつつあるが、まだまだ先は見通せない状況。 
※住民自身の努力による肉祭り・桜祭りなどのイベントや、解体された菩提寺・ 
長安寺再建の動きなどあるも、状況は極めて厳しいのが実態 

2.訴訟の概要 
 上記のような過酷な状況から、住民の約半数(提訴時 682 名、第 1 審結審時
659 名)が原告団を結成して国、東電を相手に 2015 年 9 月福島地裁郡山支部
へ提訴(請求趣旨は、原状回復と損害賠償)。2021 年 7 月判決は国・東電の責任
を明確に認め断罪するも原状回復請求は却下。一方、被害の状況を丁寧に認定し、
被曝慰謝料を認容。慰謝料 165 万円／人など総額約 10 億円の賠償を命じる。  

2021 年 8 月仙台高裁に控訴、昨年 9/19 期日に結審は本年 3/9 と指定され、
夏～秋ころに判決の見込み。控訴審では新たに国の作為的加害行為を主位的主張
として展開し、6.17 最判を正しふるさとの原状回復を求めて闘う。なお、公正判決
署名は、個人署名 10 万筆提出済みでさらに 20 万筆を目指して上積みを図るとと
もに、団体署名活動を展開中(9/19 現在 3,139 筆)。 

津島地区 
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                             2026.3.11 

私たちは何を失おうとしているのか? = ふるさと津島 

・自然とのかかわり 

・人と人のかかわり(絆、結)  

・持続的、永続的な暮らし(歴史・伝統・文化・民俗芸能) 

津島地区中心街 家屋の解体撤去状況 ’24.10 

色○印はその後現在まで解体撤去された家屋 

民家で我が物顔のキツネ 

保存継承困難な民俗芸能 

森に飲み込まれる民家 

断腸の思いで決断し、解体順番待ちの古民家 悩んだうえ、解体せず゛残された家 

盆踊り 
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IISORA 第 13 回シンポジウム 冊子編集 

２０２６年３月１５日 

担当  糸長浩司 

土中菌根菌と樹木の壮大な共生ネットワークで 

森林生態系は持続している。土中の放射能汚染の継 

続は、森林と人間の関係性の継続的脅威でもある。 

将来、何を森林生態系とそれに支えられる 

人間社会 
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